
 
2024 年４月 23 日 

 

お客さま各位 

沖 縄 県 労 働 金 庫 

 

「両替手数料」「硬貨の入金・払戻手数料」「定額自動送金手数料」 

の改定について 

 

平素より〈沖縄ろうきん〉をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

沖縄県労働金庫（理事長 東盛政行）は下記のとおり手数料を改定いたします。 

今後とも、社会や経済環境の変化にあわせ、ご利用いただきやすいサービスの

提供に取り組んでまいりますのでご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．改定日 2024年６月３日（月） 

   

２．改定内容 

（１）両替手数料  

■両替手数料　※１１　※１２　※１３　※１４

１ ～ 枚 円

～ 枚 円

～ 枚 円

～ 枚 円 円

～ 枚 円 円

※１１　　枚数は、持込枚数または両替枚数のうちいずれか多い方を対象とします。

※１２　　１日に複数回の取引がある際は、同日の合計枚数に応じた手数料を申し受けます。なお、「無料」に該当する場合でも、

　　　　事業に伴って発生した両替や硬貨の入金・払戻は、手数料をいただきます。

※１３　　枚数確認後、取りやめる場合や金額を変更される場合も手数料をいただきます。

※１４　　会員団体以外、1,001枚以上の取扱いは、1,000枚毎に550円加算した手数料とします。
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５５０ 円

無料１０１

５０１

２，０００

７７０

会員団体
ろうきんに口座を保有している会員団体

の構成員の方およびその親族
左記以外
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１００
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■両替手数料　※１１　※１２

１ ～ 枚 円

～ 枚 円 円

～ 枚 円 円

～ 枚 円 円

１，００１枚以上

※１１　　枚数は、持込枚数または両替枚数のうちいずれか多い方を対象とします。

※１２　１日に複数回の取引がある際は、同日の合計枚数に応じた手数料を申し受けます。なお、「無料」に該当する場合でも、

　　　　事業に伴って発生した両替や硬貨の入金・払戻は、手数料をいただく場合がございます。
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４４０

４４０円＋１，０００枚毎に４４０円

会員団体の構成員の方

無料

４４０

１１０

左記以外
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（２）硬貨の入金・払戻手数料 

■硬貨の入金・払戻手数料　※１２　※１３　※１４

１ ～ 枚

～ 枚 円

～ 枚 円

～ 枚 円 円

～ 枚 円 円
５５０ 円

１００

１０１ ５００

１，１００

５５０ 円

２，００１ ３，０００

無料 無料

７７０無料

１，６５０ ２，２００

１，０００ １，１００

１，００１ １，６５０

５０１

２，０００

枚数 会員団体
ろうきんに口座を保有している会員団体

の構成員の方およびその親族
左記以外

 

 

■硬貨の入金 ・ 払戻手数料　※１２

１ ～ 枚

～ 枚 円

～ 枚 円

～ 枚 円

１，００１枚以上

３０１ ５００

無料

２２０

３３０

４４０

４４０円＋１，０００枚毎に４４０円

会員団体

５０１ １，０００

会員団体の構成員の方枚数

１００

無料

左記以外

１０１ ３００

４４０円＋１，０００枚毎に４４０円

無料

 

 

（３）定額自動送金手数料 

■定額自動送金手数料　※８　※９

  　　　　            自店宛

 　　　　             本支店宛　【会員団体無料】 円

5万円未満 円

5万円以上 円

※８　個人が行う本支店宛の送金は原則有料です。ただし、以下の自動送金については、手数料を免除とします。

　①　ろうきん業態内における自己名義の預金口座および返済用口座への自動送金

※９　エース預金への積立を目的とした自動送金手数料については、別途定めによるものとします。

　　　　詳しくは窓口へお問い合わせください。

１１０

２２０

無料

２７５
他行宛

 

■定額自動送金手数料　※８　※９

  　　　　            自店宛　 　【会員団体無料】 円

 　　　　             本支店宛　【会員団体無料】 円

5万円未満 円

5万円以上 円

※８　個人は原則、有料となります。ただし、以下の自動送金については、手数料を免除とします。

　①　会員の構成員（個人・その他個人）から自店内における会員団体口座への自動送金

　②　ろうきん業態内における自己名義の預金口座および返済用口座への自動送金

※９　エース預金への積立を目的とした自動送金手数料については、別途定めによるものとします。

　　　　詳しくは窓口へお問い合わせください。
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２７５
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